
建設業法改正による価格転嫁・工期変更協議の円滑化ルール（令和６年12月～）

出典：国土交通省作成資料

■建設業法が改正され、価格転嫁及び工期変更の協議に関する受発注者間のルールが定められました。
■受注者から協議の申出を受けた注文者は、正当な理由がある場合を除き、誠実に協議に応じる努力義務があります。

資料１



県内建設業の工事における工期変更・価格転嫁等の状況 

 

 

 

１ 工期の変更協議の状況 

確認申請の遅れ、追加工事、設計変更等により工程遅延が発生し、当初の工期では施

工できない場合について、「工期延長協議を行い、申し入れた期間の工期に変更され

た」とする割合は、民間工事で 47.8％、公共工事で 81.0％となっている。 

 
２ 価格転嫁の状況 

資材等の価格高騰があった場合について、「請負代金変更協議を行い、申し入れた金額

について認められた」とする割合は、民間工事で 48.2％、公共工事で 54.2％となってい

る。 

 

■調査実施機関：新潟県土木部監理課     ■調査対象：県内建設企業 1,000 社 

■調査期間：R6.11.6～R6.11.29        ■回答数：565 社（回答率 56.5％） 

民間工事において、申し入れ 

どおりに工期が変更される割合

が低くなっている 

民間工事において、申し入れを

行う割合や、申し入れどおりに

代金が変更される割合が低くな

っている 

資料２ 



 

 

３ 工事における週休２日の取得割合 

工事における週休２日の取得割合について、「全て（10 割）」と回答した割合は、民間

工事で 19.3％、公共工事で 29.2％となっている。 

 

 

民間工事において、週休２日の 

割合が低くなっている 

※公共工事は「週休２日工事」の受注割合 


